
　

　　

〰〰〰〰〰〰十和田警察署から地域の皆さんへ十和田警察署から地域の皆さんへ〰〰〰〰〰〰

春の全国交通安全運動に参加しよう
と　き　５月 11 日㈮～ 20 日㈰までの 10 日間
重点項目
　①子どもと高齢者の交通事故防止　
　　子どもや高齢者を見かけた場合はスピードを落と
　すなど思いやりのある運動を心がけましょう。
　②飲酒運転の根絶
　　飲んだら乗らないという強い心を持ちましょう。

③自転車の安全利用の推進　
　自転車も車もバイクと同じ「車両」の仲間です。
　歩道などを通行するときは、歩行者保護を徹底しま
　しょう。
④後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
　シートベルトとチャイルドシートはしっかり締めま
　しょう。
　後部座席のかたもシートベルトを締めましょう。

問い合わせ先　十和田警察署（☎㉓３１９５）

と　き 当　番　医 電話番号

６月３日㈰ 小嶋外科胃腸科医院 (☎㉓２６６６)

６月10日㈰ 藤 原 内 科 (☎㉔０７７０)

６月17日㈰
さ と る 整 形 外
科 ク リ ニ ッ ク

(☎㉑５８８５)

６月24日㈰ 村木内科胃腸科医院 (☎㉒１０１０)

※変更になる場合がありますので、お出かけ前に救急医療テ 
　レホンガイド(☎㉒００９９)でご確認ください。
　休日のみ、当番医の情報をお伝えしています。

■行政相談（役所の仕事全般に対する苦情や意見）
と　き　本庁　６月４日㈪・18日㈪　13：00～15：00　　
※５月25日㈮は各所で特設相談開催します。
■法律相談（予約が必要）
と　き　６月27日㈬　13：00～15：00　
定　員　10人（先着順・要予約）
※予約は６月20日午前８時30分から生活環境課へ
■人権相談（いじめや差別問題など）
と　き　本庁　６月８日㈮・22日㈮　13：00～15：00
■交通事故相談
　相談希望者は申し込み先に連絡し、予約してください。
相談日　毎週月～金曜日（土・日曜日、祝日は休み）
　　　　８：30～17：15
申し込み先　青森県交通事故相談所
　　　　　　（青森県庁舎北棟１階）
　　☎０１７－７３４－９２３５(直通)
■消費生活苦情相談（訪問販売のトラブルなど）
と　き　６月６日㈬・20日㈬　13：00～15：00
いずれも

■年金相談日(奇数月の第２木曜日)
と　き　５月10日㈭　10：00～15：00
ところ　本庁新館５階第１会議室
定　員　20人(先着順)
予約申し込み先　４月17日㈫午前９時から
　　　　　　　　国保年金課へ(☎内線２４４)

ところ ▽本庁　新館１階市民相談室（生活環境課内）
　　 ▽支所　ふるさと皆館２階会議室
問い合わせ先　生活環境課（☎内線222・223・224）

予約となります。
当日の受け付けは
ありません。

市民相談のご案内市民相談のご案内６月の休日当番医６月の休日当番医

　 十和田市保健センター
　　　　　　　　（☎㉕１１８１）
問い合わせ先　

実施予定日 時　間 場　所

６月３日㈰ 10：00 ～ 12：00 イオンスーパーセンター
十和田店13：00 ～ 16：00

６月９日㈯
９：30 ～ 12：00 十和田信用金庫穂並支店

13：30 ～ 16：00 イオンスーパーセンター十和田店

６月 20 日㈬ ９：30 ～ 12：30 市民文化センター13：30 ～ 16：00

６月 24 日㈰
９：00 ～ 12：00

市立南小学校職員
13：30 ～ 15：00

　総務省は、本市の行政相談委員に大沼智さん、法量忠一さん、秋田美智子さんを４月１日付けで委嘱しました。任期
は２年間です。
　市民の皆さんの毎日暮らしの中で、行政が行う仕事についての苦情や意見要望があった時、もっとも身近な行政の相
談相手になるのが同相談委員です。

■相談方法は、口頭・電話・手紙でお願いします。相談内容については秘密を厳守しますのでご安心ください。

行政相談をご利用ください行政相談をご利用ください 問い合わせ先
　生活環境課（☎内線 222 ･ 224）

▽苦情を直接申し出しにくい

▽どこへ申し出したらよいかわからない　

▽苦情を申し出たがその措置に納得できないなど
　上記の場合にご利用ください｡

私たちが相談を受け付けます
よろしくお願いします

大沼智さん 法量忠一さん 秋田美智子さん

市 役 所市 役 所　 ☎ 　 ☎ ㉓㉓ ５１１１ ５１１１


